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令和４年 第１１回八頭町議会臨時会 提案理由 

 

議案第１０６号 

八頭町職員の給与に関する条例の一部改正について 

 

人事院は、本年８月８日、官民給与の較差、平均９２１円（０.２３％）を解消

するため、俸給表の水準を引上げ、また、期末・勤勉手当を０.１０月分引上げ、

年間４.４０月とするなどの勧告を国会及び内閣に行いました。 

去る１０月７日、給与法の改正を閣議決定し、「一般職の職員の給与に関する法

律等の一部を改正する法律」が、国会において１１月１１日に成立しましたので、

この度、人事院勧告を尊重し、条例の改正を行おうとするものです。 

勧告の主なものを申し上げますと、給料表の改定率は、平均０.３パーセントで、

民間との格差が大きい若年層に重点をおいて改定し、期末・勤勉手当の支給月数

につきましては、勤勉手当の月数を２.０月とし、期末手当の２.４月分を合わせ

て、年間４.４０月となります。 

給料表につきましては、本年４月１日に遡及して改定を行い、勤勉手当は、６

月期に０.９５月分を支給済ですので、引上げ分の０.１０月分について、１２月

期分を０.９５月から１.０５月に引上げ調整するものです。 

なお、令和５年４月１日からの施行として、勤勉手当につきまして、引上げ分

の０.１０月分を、６月期と１２月期へ均等に配分し、それぞれ１.００月となり

ます。 

 

議案第１０７号 

八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正について 

 

人事院勧告の主な内容につきましては、議案第１０６号で申し上げたとおりで

すが、議会の議員につきましても一般職に準じまして、期末手当の支給月数を０.

０５月分引上げ、八頭町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改

正を行い、国と同じ支給月数にしようとするものです。 

具体的には、６月期支給分１.６２５月、１２月期支給分１.６７５月を合せて

３.３０月となります。 

今年度は６月期に１.６２５月分を支給済ですので、引上げ分の０.０５月分に

ついて、１２月期を１.６２５月から１.６７５月に引上げ調整するものです。ま

た、来年度につきましては、令和５年４月１日からの施行として、６月期と１２

月期へ均等に配分し、それぞれ１.６５月となります。 

 

議案第１０８号 

八頭町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部改正につ

いて 

 

特別職につきましても、先ほど提案いたしました議案第１０７号と同様の内容

です。 
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議案第１０９号 

令和４年度八頭町一般会計補正予算（第９号） 

  

今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額にそれぞれ、８２１万７千円を追加す

るものです。 

歳入は、国庫支出金として、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付

金、８２０万円余であります。 

歳出は、新型コロナウイルス感染症対応事業、８２０万円余、人事院勧告に伴

います職員給与費等、８１０万円余と、国民健康保険特別会計繰出金、１２１万

円、介護保険特別会計繰出金、２０万８千円余を追加し、予備費で調整をしてお

ります。 

 

議案第１１０号 

令和４年度八頭町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、１２１万円を

追加しようとするものです。 

歳入は、一般会計からの繰入金、１２１万円、歳出では、人事院勧告に伴いま

す職員給与等、１２１万円の増額をするものです。 

 

議案第１１１号  

令和４年度八頭町簡易水道特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額の変更はありません。 

補正の内容は、人事院勧告に伴います職員給与等、１３万１千円を増額し、予

備費で調整をしております。 

 

議案第１１２号  

令和４年度八頭町農業集落排水特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算総額の変更はありません。 

補正の内容は、人事院勧告に伴います職員給与等、１０万５千円を増額し、予

備費で調整をしております。 

 

議案第１１３号  

令和４年度八頭町介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

今回の補正は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ、２０万８千円

を追加しようとするものです。 

歳入は、一般会計からの繰入金、２０万８千円、歳出では、人事院勧告に伴い

ます職員給与等、２０万８千円の増額をするものです。 

 


